
。 

 

１．目  的    市民が議場で発言する機会を設けることにより、議会への関心

を高め、より身近で開かれた議会を目指すとともに、市民提案

の内容によっては常任委員会等で検討、対応する。 

２．概  要 

（１）実施場所   議場 

 

（２）発言者参加者 可児市内に在住、在勤、または在学する方 

 

（３）発言内容   可児市をより良くするためのアイデア、意見、思いなど 

          ※国、県、他市町村のことなど、可児市に関連のないことは発

言できません。 

 

（４）発言時間   １人７分以内 

 

（５）発言者数   ５人程度 

          ※申し込み多数の場合は、審査の上決定します。 

 

（６）発言への対応 議員が発言について確認をしたり、感想を述べたりすることが

あります。 

 

３．注意事項    個人のプライバシーに関することや、他人を誹謗・中傷する発 

言は禁止します。 

          ※その他、秩序ある運営を乱すような行動があった際は、 

議長が行動を制止、または退場を命じることがあります。 

 

４．申込方法    可児市議会ホームページに掲載、または議会事務局設置された 

申込書に記入の上、E メール、FAX、持参いずれかで申し込む

または、web フォーム（ロゴフォーム）に入力して申し込む。 

 

５．申込締切    令和８年６月１日（月） 

 

 

６．そ の 他   ・議会広報用に写真や動画を撮影し使用します。 

         ・報道機関の取材が入る場合に撮影の許可をします。 

 

 

令和８年６月 27日開催分 

可児市議会 フリースピーチ開催要項 

 

※６月９日（火）までに参加についてお知らせする予定です。 


